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自動車保管場所証明事務取扱要領の改正について（通達）

自動車の保管場所に関する証明事務については、「自動車保管場所証明事務取

扱要領の改正について」（令和７年４月25日付け大通達甲（交規）第２号）によ

り運用しているところであるが、保管場所証明に係る申請書類等の様式を全国的

に統一するため、別添のとおり「自動車保管場所証明事務取扱要領」を改正した

ので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、前記通達は、廃止する。

（交通規制課規制総務係）



別添

自動車保管場所証明事務取扱要領

第１ 総則

１ 趣旨

自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第145号。以下「保管場所

法」という。）に規定する保管場所証明書（保管場所法第４条に規定する保管場所の

確保を証する書面をいう。以下同じ。）の交付（以下「保管場所証明」という。）、保

管場所の届出、保管場所の変更届出及び保管場所証明書の再交付（以下「保管場所

証明事務」と総称する。）に関する事務については、保管場所法、自動車の保管場所

の確保等に関する法律施行令（昭和37年政令第329号。以下「施行令」という。）及

び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則（平成３年国家公安委員会規則

第１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによ

る。

２ 用語の定義

この要領における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 自動車

「自動車」とは、道路運送車両法（昭和26年法律第185号。以下「車両法」と

いう。）第２条第２項に規定する自動車（二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及

び二輪の小型特殊自動車を除く。）をいう。

(2) 保有者

「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、

自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。例えば、自家用自動車の所

有者、自動車運送事業者、レンタカー業者、リース形態の場合の自動車の賃借人

等は、通常これに該当する。

(3) 管理責任者

「管理責任者」とは、自動車の保有者から当該自動車について一定期間継続

して管理を委託され、その運行に関して責任を負う者をいう。例えば、自動車

の保有者から当該自動車を別荘で管理する旨依頼された別荘管理人は、通常こ

れに該当する。

(4) 保管場所

「保管場所」とは、車庫、空き地その他自動車を通常保管するための場所で、

施行令第１条で定める要件を全て備えたものをいう。この場合において、「通常」

とは、自動車を運行する根拠地としての性格及び使用の反復・継続性を有すれば

足りるものとする。

(5) 使用の本拠の位置



「使用の本拠の位置」とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理

責任者の所在地をいい、通常、保有者が自然人の場合はその住所又は居所を、保

有者が法人の場合はその事務所の所在地をいう。この場合において、「保有者の住

所」とは、保有者が当該自動車を使用して営む生活の事実上の根拠地となってい

る場所をいい、多くの場合は、住民票に記載されている住所をいう。

第２ 申請等に係る共通事項

１ 申請等の受理の基本

(1) 申請等の受理

保管場所証明、保管場所の届出、保管場所の変更届出及び保管場所証明書の再

交付に係る申請及び届出（以下「申請等」という。）は、当該申請者又は届出者（以

下「申請者等」という。）の自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長（以下「所

轄署長」という。）が受理するものとする。

(2) 申請等の各件主義

所轄署長が行う保管場所証明事務は、大きさを具体的に特定された自動車に

ついて個別的に調査を行い、当該自動車について保管場所が確保されているこ

とを証明するものである。したがって、１通の申請書及び届出書（以下「申請

書等」という。）により２台以上の自動車に係る保管場所証明書を交付すること

はできないので、一括しての申請等は認めないこと。

２ 必要書類

保管場所証明事務に係る申請等に必要な書類は、別表のとおりとする。

３ 申請等の受理要領

(1) 書類の審査

ア 提出された書類は、次の事項を審査すること。

(ｱ) 必要書類の有無及び記載漏れ、誤記等の有無

(ｲ) 申請書等に記載されている自動車の大きさ、自動車の保管場所の位置並

びに申請者等の住所及び氏名と添付書類に記載されている事項との相違点

の有無

イ 書類審査の結果、不備がなければこれを受理し、不備がある書類は、その

理由を確実に教示して返却すること。ただし、不備の内容が軽易なものでそ

の場で訂正可能なものについては、指導して訂正させた上で受理すること。

(2) 関係書類の訂正

ア 申請書等の記載事項を訂正する必要がある場合は、申請者等に訂正箇所を

二重線で取り繕って訂正させること。

イ 申請者に交付する保管場所証明書の訂正箇所には、所轄署長の公印を押印す

ること。



ウ 保管場所証明書交付後の訂正は、認めないこと。

(3) 交付予定日の通知

申請を受理するときは、必ず申請者に対して保管場所証明書の交付予定日を

通知すること。

４ 代理人たる行政書士による申請等の取扱い

行政書士法（昭和26年法律第４号）の規定により、行政書士が代理人として行

う申請等については、次の事項に留意の上取り扱うこと。

(1) 委任状の取扱い

行政書士が代理人として作成し、又は提出する申請書等に基づき保管場所

証明事務を行う場合には、代理権の有無及びその範囲を所轄署長が確認する

必要があることから、当該申請書等の受理に際しては、原則として、委任状

又はその写し（以下「委任状等」という。）を添付させること。

(2) 申請書等の記載事項の訂正

代理人たる行政書士による申請書等の記載事項の訂正については、当該行政書

士が当該申請書等の訂正に関し代理権を有することが確認できる場合には、これ

を認めること。この場合においては、原則として、委任状等を提出させること。

ただし、既に委任状等が提出されている場合で、当該委任の範囲に申請書等の記

載事項の訂正が含まれているときは、この限りでない。

第３ 保管場所証明等の申請等の受理

１ 対象自動車

(1) 保管場所証明の対象自動車

保管場所証明の対象となる自動車は、車両法第４条に規定する新規登録、車

両法第12条に規定する変更登録及び車両法第13条に規定する移転登録（変更登

録及び移転登録は、使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。）を受けようと

する自動車で、施行令附則第２項第１号に規定する地域内に使用の本拠の位置

があるものとする。

(2) 保管場所の届出の対象自動車

保管場所の届出の対象となる自動車は、次のいずれかに該当するものとする。

ア 保管場所法第５条の規定による新規に運行の用に供しようとする軽自動車

で、施行令附則第２項第２号に規定する地域（以下「軽自動車適用地域」と

いう。）に使用の本拠の位置があるもの

イ 軽自動車適用地域以外の地域から軽自動車適用地域に使用の本拠の位置を

変更した軽自動車で、保管場所の位置を変更したもの

ウ 軽自動車適用地域に使用の本拠の位置を有し、保管場所法附則第６項第２

号に規定する適用日前から運行の用に供されている軽自動車で、適用日以降



に保有者の変更があったもの

エ 運送事業用の軽自動車で、使用の本拠の位置を変更せず、自家用自動車と

して引き続き運行の用に供するもの

(3) 保管場所の変更届出の対象自動車

保管場所の変更届出の対象となる自動車は、次のいずれかに該当するものと

する。

ア 前記(1)の登録を受けた自動車で、使用の本拠の位置を変更せず保管場所の

位置を変更したもの

イ 保管場所の届出を行った自動車で、使用の本拠の位置を変更せず保管場所

の位置を変更したもの

ウ 保管場所の変更届出のあった自動車で、変更後の保管場所の位置を更に変

更したもの

２ 添付書面

規則第１条第２項（規則第３条第２項において準用する場合を含む。）に規定する

保管場所証明及び保管場所の届出に係る申請書等に添付する書面は、具体的には、

次のとおりとする。

(1) 自動車の保有者が当該申請等に係る場所を保管場所として使用する権原を有

することを疎明する書面

ア 自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合（建物に車

庫を設置しているような場合において、土地は借地であるが、建物が自動車

の保有者の所有するものであるときを含む。）には、保管場所使用権原疎明書

面（自認書）（第１号様式）とする。

イ 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合には、土地又は建物の

管理者から借りていることを疎明する書面として、次の書面のいずれか１通

とする。

(ｱ) 駐車場の賃貸借契約書の写し

(ｲ) 前記(ｱ)に規定する書面がない場合は、駐車場を賃借している者であれば

通常有している駐車場の料金の領収書等

(ｳ) 保管場所使用承諾証明書（第２号様式）

(ｴ) 前記(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)に規定する書面を作成し難い場合において、当該自

動車の使用に関連のある都市再生機構等の公法人が、当該自動車の保有者

が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法

人の発行する確認証明書

ウ 他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合には、保

管場所使用権原疎明書面（自認書）及び共有者全員の保管場所使用承諾証明



書とする。

エ 官公署の保有する自動車の保管場所の場合には、当該官公署の管理責任者

が作成する保管場所使用権原疎明書面（自認書）とする。

(2) 当該申請等に係る使用の本拠の位置並びに当該申請等に係る場所の付近の道

路及び目標となる地物を表示した当該申請等に係る保管場所の所在図

保管場所の所在図・配置図（第３号様式）の所在図記載欄とし、使用の本拠

の位置及び保管場所の位置並びにその間の距離を明記させる。

(3) 当該申請等に係る場所並びに当該申請等に係る場所の周囲の建物、空地及び

道路を表示した配置図

保管場所の所在図・配置図の配置図記載欄とする。この場合においては、次

の事項に留意すること。

ア 当該保管場所、周囲の建物、空地及び道路が明記されていること。

イ 保管場所の平面の寸法及び道路の幅員が明記されていること。

ウ 使用の本拠の位置と保管場所の位置とが一致する場合は、配置図に当該保

管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示しているものであれば足り、

別に所在図を作成する必要はないこと。

エ シャッターの有無欄は、当該保管場所にシャッター等の遮蔽物が設けられ

ている場合には「有」、設けられていない場合には「無」に、それぞれ丸印を

付させるものとするが、本欄に丸印が付されていない場合であっても、申請

等は受理すること。

(4) 複数の自動車に係る申請等の場合の書面

申請書等の表示上同一の保管場所の位置に在ることとなる保管場所につい

て複数の自動車を保管することを内容とする申請等が同時になされるものに

ついては、前記(1)、(2)及び(3)に規定する書面は、それぞれ１通でよいもの

とする。

３ 所在図の省略

(1) 使用の本拠の位置及び保管場所が旧自動車のときと同一である場合の省略

規則第１条第３項第１号（規則第３条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により、保管場所証明の申請又は保管場所の届出を行う場合において、

申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車（申請者等が保有者であ

る自動車であって申請等に係るもの以外のものをいう。以下同じ。）に係る使用

の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請等に係る場所が旧自動車の保管場

所とされているときは、原則として、所在図の添付を省略することができるが、

この場合においては、次に掲げる事項に留意すること。

ア 保管場所証明の申請の場合



(ｱ) 申請の時点で旧自動車を保有していない場合は、対象に含まれないこと。

また、同じ場所を２台以上の自動車の保管場所とすることを認めるもので

はないので、旧自動車と申請に係る自動車の入替えは適正に行われなけれ

ばならないこと。

(ｲ) 申請に係る使用の本拠の位置及び保管場所の位置が旧自動車のものと同

一であるという要件を満たしていないことが判明した場合には、所在図の

添付の省略は認められないため、速やかに所在図の提出を求めること。

(ｳ) 規則第１条第３項ただし書により、当該申請に係る場所の付近の目標と

なる地物及びその位置を知るために特に必要があると認められ、現地調査

に重大な支障が生じる場合に限り、所在図の添付を省略できる場合であっ

ても、例外的にその提出を求めることができること。したがって、地図に

よる確認等により容易に保管場所の位置が特定できる場合等については、

安易に所在図の提出を求める措置を執らないこと。

(ｴ) 申請書を窓口で受理しようとする場合において、区画整理等の理由によ

り申請に係る使用の本拠の位置又は保管場所の位置の地番表示又は住居表

示が異なっていても、申請者からの申告に基づき地図により確認を行うな

どによりこれらが同一の場所であることが確認されたときは、所在図の添

付の省略を認めて受理すること。

(ｵ) 所在図の添付の省略を認める場合であっても、そのことにより現地調査

の省略を認めるものではないので、所要の現地調査については地図を参照

するなどして実施すること。

イ 保管場所の届出の場合

(ｱ) 届出の日前15日以内に旧自動車を手放した場合における届出についても

所在図の添付を省略することができること。

(ｲ) 届出に係る使用の本拠の位置及び保管場所の位置が旧自動車のものと同

一であるという要件を満たしていないことが判明した場合は、所在図の添

付の省略は認められないため、速やかに所在図の提出を求めること。

(ｳ) 届出書を窓口で受理しようとする場合において、区画整理等の理由によ

り届出に係る使用の本拠の位置又は保管場所の位置の地番表示又は住居表

示が異なっていても、届出者からの申告に基づき地図により確認を行うこ

となどによりこれらが同一の場所であることが確認されたときは、所在図

の添付の省略を認めて受理すること。

(2) 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合の省略

規則第１条第３項第２号（規則第３条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により、保管場所証明の申請又は保管場所の届出を行う場合において、



申請等に係る使用の本拠の位置が申請等に係る場所（保管場所）の位置と同一

であるとき（規則第１条第３項第１号に掲げる場合を除く。）も、原則として、

所在図の添付を省略することができる。この場合においては、前記(1)ア(ｳ)及

び(ｵ)に規定する事項のほか、「申請等に係る使用の本拠の位置が申請等に係る

場所（保管場所）の位置と同一」であるとは、原則として、使用の本拠の位置

の地番と申請等に係る場所（保管場所）の地番が同一である場合をいうもので

あり、「申請者等の住居又は所在地が一軒家等であれば、その敷地内に保管場所

がある場合」、「申請者等の住居又は所在地が集合住宅等であれば、その敷地内

に当該集合住宅等に附属する保管場所がある場合」等が該当することに留意す

ること。

４ 必要に応じ提出を求める書類

保管場所及び使用の本拠の位置の確認について必要がある場合は、保管場所法

第12条の規定により、次に掲げる書面その他必要な資料の提出を求めること。

(1) 申請者等の住所又は当該自動車の使用の本拠の位置を確認するための書面

ア 住民票の写し

イ 印鑑証明書

ウ 電話料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書等

(2) 保管場所として使用する権原を有するかどうか確認するための書面

ア 当該土地又は建物の登記簿、固定資産台帳等の謄抄本又はその写し

イ 市町村長の発行する固定資産評価額証明書、土地所在証明書、公課（公租）

金証明書等

５ 受理に当たっての留意事項

(1) 保管場所証明書の住所

自動車の登録申請書に記載する申請者の住所については、印鑑証明書に記載

されているものと同一でなければならないことから、保管場所証明に係る申請

者の住所についても、住民登録又は印鑑登録に係る住所（以下「登録住所」と

いう。）と同一であることを要する。したがって、保管場所証明に係る申請に当

たっては、登録住所が使用の本拠の位置であるか否かを問わず、住所欄には登

録住所を記載するよう指導すること。

(2) 車台番号が確定していないとき

申請時に車台番号が確定していないことから申請書の「車台番号」欄を空欄

として行われた保管場所証明に係る申請については、原則として受理して差し

支えないものとする。ただし、保管場所証明書の交付は、車台番号が記入され

るまでは行わないこと。

(3) 添付書面に係る留意事項



前記２の申請書等の添付書面のうち、保管場所使用権原疎明書面（自認書）、

保管場所使用承諾証明書及び保管場所の所在図・配置図については、これらの

様式を用いていないが、当該様式において記載すべき事項が全て記載されてい

るものが添付されている場合には、当該申請等を受理すること。

(4) 申請等の記録

保管場所証明及び保管場所の届出に係る申請等を受理したときは自動車保管場

所証明・届出処理簿（第４号様式。以下「証明・届出処理簿」という。）に、保管

場所の変更届出を受理したときは保管場所変更届出受理簿（第５号様式）に所定

の事項を記載し、内容を明らかにしておくこと。

６ 手数料の徴収

(1) 手数料（自動車保管場所証明手数料をいう。以下同じ。）は、大分県使用料及

び手数料条例（昭和31年大分県条例第27号）に定めるところにより、保管場所

証明に係る申請の受理時に徴収すること。

(2) 国又は地方公共団体については、手数料が免除されるので次により取り扱う

こと。

ア その所属する官公署名及び代表者の氏名を記入させること。

イ 証明・届出処理簿及び保管場所変更届出受理簿の備考欄に免除の理由を記

入し、経緯を明らかにしておくこと。

(3) 徴収した手数料は、調査の結果、保管場所証明書を交付しない場合であって

も還付しないこと。

第４ 現地調査の実施

１ 現地調査

(1) 事務の委託

ア 保管場所証明及び軽自動車に係る保管場所の届出に係る現地調査事務及び

書類調査事務（以下「調査委託事務」という。）は、原則として民間の団体等

に委託して行うものとする。

イ 調査委託事務の委託に当たっては、証明・届出処理簿に所要事項を記載し

た上、委託する者に対して申請等に係る書類を交付して現地調査及び書類調

査を依頼すること。この場合においては、証明・届出処理簿の委託関係欄に

委託月日を記載するとともに、受託者及び委託の経緯を明らかにしておくこ

と。

ウ 所轄署長は、受託者に対する調査委託事務について点検指導を徹底し、委

託事務が適正に行われるよう監督に努めること。

(2) 警察職員による現地調査

所轄署長は、次のいずれかに該当する場合は、警察職員に現地調査を行わせ



ること。

なお、保管場所に立ち入る場合は、保管場所の管理者等に対して、警察手帳

又は名札（大分県警察における処務に関する訓令（昭和46年大分県警察本部訓

令第12号）第33条の２の名札をいう。）を提示して身分を明らかにした上、立入

りの目的を説明して承諾を得るとともに、できる限り申請者等の立会いを求め

た上で実施すること。

ア 受託者から報告された自動車保管場所調査結果報告書（第６号様式）の内

容について疑義がある場合

イ 物理的に保管が不可能な車庫を保管場所として届け出ているなどの疑義が

ある場合

ウ その他現地調査を行うことが適当であると認められる場合

(3) 調査結果の報告

所轄署長は、受託者又は警察職員に現地調査を行わせたときは、自動車保管

場所調査結果報告書又は軽自動車保管場所調査結果報告書（第７号様式）によ

り結果を報告させること。この場合において、報告の期限は、申請等の受理後

３日以内（大分県の休日を定める条例（平成元年大分県条例第21号）第１条第

１項に規定する県の休日は含まない。）とする。

２ 現地調査の省略

保管場所の届出に係る現地調査は、省略するものとする。ただし、前記(2)アか

らウまでのいずれかに該当するとき及び軽自動車に係る保管場所の届出のうち、

所轄署長が必要と認めて軽自動車保管場所調査依頼書（第８号様式）により調査

を依頼するときは、この限りでない。

また、保管場所の変更届出がなされた場合、必要な記載がなされた書面が添付

されていれば現地調査の必要はないものとする。

第５ 保管場所の適否の判断

１ 保管場所の適否の判断基準

保管場所の適否の判断は、次の基準によるものとする。

(1) 保管場所の位置と自動車の使用の本拠の位置との距離は、直線で２キロメー

トルを超えないものであること。

(2) 保管場所が、商品置場、倉庫、作業所、荷さばき所等他の目的に使用される

など、保管場所として継続して使用できないものでないこと。

(3) 保管場所に直結する道路は、当該申請に係る自動車で通行することが車両制

限令（昭和36年政令第265号）に定める幅員の制限に抵触しないこと。ただし、

抵触する場合であっても道路管理者から通行許可（認定）証が交付されること

が明らかな場合は、この限りでない。



(4) 保管場所に直結する道路は、道路交通法（昭和35年法律第105号）第８条第１

項の規定による通行禁止の交通規制が行われていないこと。ただし、交通規制

が行われている場合であっても、公安委員会が交通規制の対象から除外し、又

は所轄署長がやむを得ない理由があるとして通行を認めるなど、当該申請に係

る自動車の通行が可能な場合は、この限りでない。

(5) 保管場所は、申請等に係る自動車の全体が収容できる範囲の広さを有するこ

と。

(6) 消防法（昭和23年法律第186号）第10条の規定による危険物の製造所、貯蔵所、

取扱所等の基準として定められている、危険物の規制に関する政令（昭和34年

政令第306号）第９条、第10条等の規定により、危険物の製造所、貯蔵所、取扱

所等の周囲に空き地として保有されている場所ではないこと。

(7) 自然公園法（昭和32年法律161号）第20条又は第21条の規定により、特別地域

及び特別保護地区において、環境大臣等の許可を受けなければ自動車を使用し

てはならない場所ではないこと。

２ 使用の本拠の位置の認定基準

(1) 具体的取扱い

使用の本拠の位置については、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、

かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判

断し、具体的には、次の基準により取り扱うこと。

ア 自然人に係る具体的取扱い

(ｱ) 住民登録されている住所の場合

自動車の保有者その他自動車の管理責任者（以下「保有者等」という。）の

住所が住民登録されている場合には、通常、使用の本拠の位置として認められ

るが、住民登録の事実のみで、実際に居住している実態がなく、当該自動車の

点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、当該住

所地は使用の本拠の位置には該当しないものとする。

(ｲ) 住民登録されていない転居先等の場合

保有者等が転居したばかりで住民登録されていない場合等、その場所を

生活の本拠として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検

整備、運行管理等その使用を管理している実態があるときは、使用の本拠

の位置として認められる場合もあるものとする。

(ｳ) 別荘の場合

保有者等が、夏季等に長期間継続して又は頻繁に別荘で生活している場

合で、当該別荘が自動車を使用して営む生活の事実上の拠点となっており、

かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有し



ているときは、使用の本拠の位置として認められる場合もあるものとする。

(ｴ) 個人事業者の事務所等の場合

個人事業者の事務所や店舗は、その者の住所又は居所ではないが、業

務上の活動の拠点であり、当該自動車が当該事業のためこれらの事務所

等を拠点として使用され、当該自動車の点検整備、運行管理等がなされ

ており、かつ、実際に事業が行われているときは、使用の本拠の位置と

して認められる場合もあるものとする。

イ 法人に係る具体的取扱い

(ｱ) 法人登記されている営業所の場合

自動車の保有者が法人である場合に、本店又は支店として登記されてい

る営業所は、通常、使用の本拠の位置として認められるが、登記の事実の

みで、実際に営業活動が行われている実態がなく、当該自動車の点検整備、

運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、使用の本拠の

位置には該当しないものとする。

(ｲ) 法人登記されていない営業所の場合

法人登記されていない営業所であっても、当該営業所を営業活動の拠点

として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行

管理等その使用を管理している実態があるときは、使用の本拠の位置とし

て認められる場合もあるものとする。

(ｳ) 社員の個人宅等の場合

パソコン等の情報通信手段等を利用し、自宅や分散された単位オフィ

ス（サテライトオフィス）等を職場として業務を行うテレワークの進展

等により、法人の保有する自動車について、当該法人の社員の個人宅等

を使用の本拠の位置とする申請等がなされた場合は、当該個人宅を業務

上の活動の拠点として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車

の点検整備、運行管理等その使用を管理している実態があるときは、当

該社員が当該自動車の管理責任者として認められ、使用の本拠の位置と

して認められる場合もあるものとする。

(2) 留意事項

使用の本拠の位置の認定に当たっては、いわゆる車庫飛ばし事案を防止する

観点から、個々の申請等の具体的事情に照らし、必要に応じて使用の本拠の位

置の現地調査を行い、居住又は業務の実態、自動車の使用状況等について、申

請者等に対する聴取、資料の提出の求め等、必要な措置を講ずること。

第６ 保管場所証明書の交付及び申請の却下

１ 保管場所証明書の交付



(1) 所轄署長は、保管場所証明の申請等に係る提出書類及び現地調査に基づき、施行

令及び前記第５に適合するか否かを総合的に判断し、保管場所が確保されていると

認める場合は、速やかに保管場所証明書を交付すること。

(2) 保管場所証明書の交付については、証明・届出処理簿によりその経過を明ら

かにしておくこと。

２ 申請の却下

所轄署長は、保管場所証明の申請で保管場所が確保されていると認められな

いときは、申請者に対してその理由を速やかに連絡するとともに、行政不服審

査法（平成26年法律第68号）の規定に基づく審査請求の方法を教示し、申請書

（正本）に「不可」と記入して交付すること。この場合において、証明・届出

処理簿の適否欄は「否」とし、否の理由欄に不可とする理由を朱書きすること。

第７ 保管場所証明書の再交付

１ 再交付申請の受理

(1) 保管場所証明書の再交付申請に当たっては、所轄署長は、自動車保管場所証明

書再交付申請書（第９号様式）及び自動車保管場所証明に係る申請書２通を提出

させること。この場合においては、添付書面は不要とし、現地調査を省略するも

のとする。

(2) 再交付申請を受理したときは、保管場所証明書再交付申請受理簿（第10号様

式）により、受理、交付及び受領の経緯を明らかにしておくこと。

(3) 保管場所証明書を再交付したときは、先に交付した保管場所証明書の控えの

欄外にその旨を記載して経過を明らかにしておくこと。

２ 留意事項

(1) 証明年月日は、先に交付した保管場所証明書の証明年月日と同一とするこ

と。

なお、先に交付した保管場所証明書交付後、１か月を経過した後の再交付申

請については、これを受理しないこと。

(2) 保管場所証明書の再交付申請に当たっては、手数料は不要であるので、これ

を徴収しないこと。

第８ 雑則

１ 自動車保管場所の把握

所轄署長は、特定の者が保管場所として利用することができる場所（10台以上

駐車可能な場所をいう。）については、保管場所の使用実態を常に把握して不正申

請の防止に努めること。

２ 電算入力事務

(1) 事務の委託



ア 保管場所証明事務に係る電算入力事務は、原則として民間の団体等に委託

して行うものとする。

イ 電算入力事務を委託した民間の団体等の職員が、新たに電算入力事務を行う

場合には、誓約書（第11号様式）により保秘に関する誓約を徴収すること。

(2) 入力資料及び出力資料の取扱い

保管場所証明事務に係る電算入力資料及び出力資料については、厳正な管理

及び適正な取扱いを行うよう徹底すること。

３ 簿冊等の処理

(1) 証明・届出処理簿は、受理から交付までの経緯を該当欄に記載し、調査事務

の経緯を明確にして保管すること。

(2) 保管場所証明、保管場所の届出及び保管場所の変更届出の関係書類は、自動

車保管場所調査結果報告書、保管場所証明又は保管場所の届出に係る申請書等、

保管場所の所在図・配置図及び使用権原書の順に一括編集すること。

(3) 保管場所証明書再交付申請に係る申請書は、受付順に編集して保管すること。

附 則

この要領は、令和８年１月20日から施行する。



別表

種 別 申 請 書 ・ 届 出 書 添 付 書 類

自動車保管場所証明申 (1) 保管場所使用権原疎明書面(自認書）

保管場所証明 請書(規則別記様式第１ (第１号様式）、保管場所使用承諾証

書交付申請 号)２通(正本及び副本） 明書（第２号様式）又はその他の賃貸

契約書等保管場所として使用する権原

保管場所届出 自動車保管場所届出書 を有することを疎明できる書面のいず

(新規・変更）(規則別記 れか１通

保管場所変更 様式第２号)１通 (2) 保管場所の所在図・配置図(第３号

届出 様式)１通

自動車保管場所証明書 不要

再交付申請書(第９号様

保管場所証明 式)１通及び自動車保管場

書再交付申請 所証明申請書(規則別記様

式第１号)２通(正本及び

副本)

備 考 自動車保管場所証明申請書の正本は、保管場所証明書とすること｡



第１号様式

　　証明申請・届出　に係る保管場所である　土地・建物　は、私（当法人）の所有であることに間違いありません。

　警察署長　殿

年 月 日

住　所

電　話

氏　名

　備考 １　保管場所証明申請の場合は証明申請に、保管場所届出の場合は届出に〇を付けてください。
２　土地・建物については、どちらか当てはまる方（両方に当てはまる場合は両方）に〇を付けてください。

保管場所使用権原疎明書面（自認書）

 〒（　　　―　　　　）



第２号様式

年 月 日
〒

 

備考
　 共有の場合は、必要な共有者全員の住所・氏名を記入してください。

保 管 場 所 の 位 置

使 用 者

（　　　－　　　　）

氏 名

月 日年

住 所

使 用 期 間

氏 名

〒（　　　－　　　　）

　　 住 所

年 月

駐 車 位 置 番 号

保 管 場 所 使 用 承 諾 証 明 書

　　上記のとおり自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明する。

電 話

電 話

日

か　　ら

ま　　で

警察署長提出用

駐 車 場 の 名 称



第３号様式

保管場所の所在図・配置図

所　在　図　記　載　欄 配　置　図　記　載　欄

シャッターの有無 有 ・ 無

１ 使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、保管場所が旧自動車の保管場所である場合又は使用の本拠

の位置が保管場所と同一である場合には、所在図を省略することができます。

２ 所在図には、保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示するほか、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置を明記し、これ

らの位置を直線で結んだ上で、その間の距離を明記してください。

３ 所在図は、本様式に記載せず、保管場所付近の道路及び目標となる地物が確認できる既存の地図の写しを用いても構いません。

４ 配置図には、保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示するほか、保管場所にあってはその平面の寸法、保管場所に

接する道路にあってはその幅員を明記してください。

備考



第４号様式

交通課長 係 長 主 任

自 動 車 保 管 場 所 証 明 ・ 届 出 処 理 簿

受理 年 月 日

受 理 委 託 関 係 証 明 等 関 係

（証明届出） 申請・届出者氏名 取扱店 委託 報告 証明 交付 備 考
受領者 適否 否の理由 受領者

番 号 月日 月日 月日 月日 （手数料免除理由等）



課長 係長 主任

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　  ２　受理・交付月日及び受領者により、取扱いの経過を明確にしておくこと。

備考

保管場所変更届出受理簿

第５号様式

申請者氏名
決裁欄

受理番号 受理月日

備考１　受理番号は、年度ごとの一連番号とすること。



第６号様式

年 月 日

警察署長 殿

調査員

自動車保管場所調査結果報告書

申請者 に係る

自動車の保管場所に関し調査した結果は、次のとおりであるので報告します。

警 察 署 受 理 番 号 第 号

申 請 者 住 所 氏 名

自 動 車 使 用 の
本 拠 の 位 置

保 管 場 所 の 位 置

車 名 長 高
申請車種、諸元等 ㎝ 幅 ㎝ ㎝

さ さ

保管場所の種別 車庫、空地、店舗、工場、貸ガレージ

縦 横 高さ
保管場所の大きさ

現 ｍ ｍ ｍ

地 道 路 状 況 出入口道路幅員 ｍ 申請車両通行可否 可 否

調 使用の本拠と保管場所との距離 ㎞

査 権 原 書 の 真 偽 真 偽 不明（ ）

そ の 他

調 査 員 意 見 適当 不適当（ ）

備 考

課 長 係 長 主 任 係



第７号様式

年 月 日

警察署長 殿

調査員

軽自動車保管場所調査結果報告書

届出者 に係る

軽自動車の保管場所に関し調査した結果は、次のとおりであるので報告します。

警 察 署 受 理 番 号 第 号

届 出 者 住 所 氏 名

自動車使用の本拠の位置

保 管 場 所 の 位 置

二重取得の有無 有 無

車 種 普通 軽四 その他（ ）

調

既存車両 車 名

査

登録番号

果

備 考



第８号様式

年 月 日

殿

警察署長

軽 自 動 車 保 管 場 所 調 査 依 頼 書

届出者 に係る

軽自動車の保管場所に関し、次の内容について調査を依頼します。

警 察 署 受 理 番 号 第 号

調

査 届 出 者 住 所 氏 名

対

象 自動車使用の本拠の位置

車

両 保 管 場 所 の 位 置

登 録 番 号

調 査 依 頼 事 項

１ 保管場所の二重取得の有無

２ 既存車両の状況

(1) 車 種

(2) 車 名

(3) 登録番号

３ そ の 他



第９号様式

自動車 保管場所証明 書再交付申請書

年 月 日

警察署長 殿

住所
申請者

氏名

証 明 番 号 第 号

証 明 年 月 日 年 月 日

申 登 録 番 号 車 名 型 式 車 台 番 号 自動車の大きさ

請

内

自動車の使用の本拠の位置

容

自動車の保管場所の位置

再 交 付

申請の理由

備 考



課長 係長 主任

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

　　月　　日 　　月　　日

備考１　受理番号は、年度ごとの一連番号とすること。

　　２　受理・交付月日及び受領者により、取扱いの経過を明確にしておくこと。

備考

保管場所証明書再交付申請受理簿
第10号様式

交付月日 申請者氏名 申請理由
決裁欄

受理番号 受理月日 受領者



第 11 号様式

誓 約 書

私は、貴警察署の諸規則その他指示された事項を遵守し、

業務で知り得た内容を他に漏らさないことを誓います。

年 月 日

警察署長 殿

氏名


